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新居浜市辺地総合整備計画  

 

提案理由  

新居浜市辺地総合整備計画の策定について、辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）抜粋  

 

（総合整備計画の策定等）  

第３条  この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議

会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以

下「総合整備計画」という。）を定めることができる。  

２  総合整備計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

（１）整備しようとする公共的施設  

（２）整備の方法  

（３）整備に要する経費とその財源内訳  

３  総合整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について

定めるよう努めるものとする。  

（１）整備を必要とする辺地の事情  

（２）その他総務省令で定める事項  

４  市町村は、総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、第２項各号に掲げ

る事項に係る部分について都道府県知事と協議しなければならない。  

５～８  （省  略）  

 


